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毎週火曜・金曜日発行� ○印は長崎県例規集に登載するもの

◎　規　則� 所管課（室）名　

○長崎県公営企業の財務に関する特例を定める規則� 会 計 課

○長崎県財務規則の一部を改正する規則� 〃

◎　告　示

○長崎県財務規則第30条第４項に規定する現金領収証書に代えて交付するものの一

部改正　　� 会 計 課

○長崎県財務規則第98条第１項第２号に規定する知事が別に定める額の一部改正� 〃

　長崎県公営企業の財務に関する特例を定める規則の一部改正をする規則をここに公布する。

　　令和５年３月31日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

長崎県規則第20号

　　　長崎県公営企業の財務に関する特例を定める規則の一部改正をする規則

　長崎県公営企業の財務に関する特例を定める規則（昭和43年長崎県規則第20号）の一部を次のように改正す

る。

改正後 改正前

　（帳簿の種類及び保管）

第�16条　事業の業務に関する取引を記録し、計算し及び整理

するため、次の会計帳簿（以下「帳簿」という。）を備え

るものとする。

　～　略

２　略

３　前２項に掲げる帳簿は、企業出納員が保管する。

　（収納金の取扱）

第26条　略

２～５　略

６�　出納取扱金融機関は、事業の収入を収納した場合には、

領収済通知書（様式第26号又は様式第59号）によってその

金額を企業出納員に報告しなければならない。

　（消耗品等の管理）

第�64条　企業出納員は、１品の取得価格が５万円以上10万円

　（帳簿の種類及び保管）

第�16条　事業の業務に関する取引を記録し、計算し及び整理

するため、次の会計帳簿（以下「帳簿」という。）を備え

るものとする。

　　予算配当簿（様式第７号）

　～　略

２　略

３�　前２項に掲げる帳簿は、企業出納員が保管する。ただ

し、第１項第１号に掲げる帳簿は、県民生活環境課長が保

管する。

　（収納金の取扱）

第26条　略

２～５　略

６�　出納取扱金融機関は、前３項の規定により収納した現金

等及び第24条の規定により発行した納入通知書に基づき収

納した現金等は、事業の別段預金にし、かつ翌日までに領

収済通知書（様式第26号）によってその金額を企業出納員

に報告しなければならない。

　（消耗品等の管理）

第�64条　企業出納員は、１品の取得価格が３万円以上10万円

　　　　目　　　　　次

　　　　規　　　　　則
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　�未満であって耐用年数１年以上のものは、備品整理簿に記

録し、適正に整理しなければならない。

　（事故報告）

第65条　略

　（工事の精算）

第�76条　所属長は、建設又は改良工事が完成した場合は、事

業費の精算を行ない、固定資産に振り替えなければならな

い。

　（建設仮勘定）

第77条　略

２�　前項の建設又は改良工事が完成した場合は、建設仮勘定

の精算を行ない、振替伝票を発行し、固定資産の当該科目

に振り替えなければならない。

　（実地照合）

第�79条　固定資産の現状については、毎事業年度１回以上固

定資産台帳の記載事項と実地に照合し、確認しなければな

らない。

　（売却等）

第�81条　所属長は、固定資産を売却し、撤去し、譲渡し、又

は廃棄しようとする場合（ただし、更新工事等に伴う旧資

産の撤去を除く。）には、次の各号に掲げる事項を記載し

た文書によって行なわなければならない。

　～　略

２　略

　（売却等に関する報告）

第�83条　所属長は、固定資産を売却し、撤去し、譲渡し、廃

棄し（ただし、更新工事等に伴う資産の撤去を除く。）又

は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報

告書を作成して主務部長に提出しなければならない。

　（減価償却の計算）

第85条　略

２�　減価償却額の経費算入は、毎事業年度３月末日現在にお

いて行うものとする。

　（減価償却の特例）

第�86条　所属長は、有形固定資産について規則第15条第３項

の規定により減価償却を行なおうとする場合は、あらかじ

めその旨及びその年数について主務部長の承認を受けなけ

ればならない。

　（予算の流用）

第�93条　県民生活環境課長は、予算の執行において必要があ

る場合は、予算流用計算書（様式第42号）により主務部長

の承認を得て、各項、各目、各節の金額を相互に流用する

ことができる。ただし、減価償却費、その他現金の支出を

伴わない経費については、流用することができない。

　（予備費の充当）

第�94条　主務部長は、予備費を充当する必要があるときは、

充当しようとする事由等を記載した文書によって知事の決

裁を受けなければならない。

　（決算整理）

第�98条　所属長は、毎事業年度経過後速やかに次の各号に掲

げる事項について、決算整理を行なわなければならない。

　　略

　　繰延勘定の償却

　�未満であって耐用年数１年以上のものは、備品整理簿に記

録し、適正に整理しなければならない。

　（事故報告）

第65条　略

２�　所属長は、前項による報告を受けた場合は、直ちに知事

に報告しなければならない。

　（工事の精算）

第�76条　所属長は、建設又は改良工事が完成した場合は、速

やかに事業費の精算を行ない、ただちに固定資産に振り替

えなければならない。

　（建設仮勘定）

第77条　略

２�　前項の建設又は改良工事が完成した場合は、速やかに建

設仮勘定の精算を行ない、振替伝票を発行し、固定資産の

当該科目に振り替えなければならない。

　（実地照合）

第�79条　所属長は、毎事業年度１回以上固定資産台帳の記載

事項と固定資産の現状について実地に照合し、確認しなけ

ればならない。

　（売却等）

第�81条　所属長は、固定資産を売却し、撤去し、譲渡し、又

は廃棄しようとする場合には、次の各号に掲げる事項を記

載した文書によって行なわなければならない。

　～　略

２　略

　（売却等に関する報告）

第�83条　所属長は、固定資産を売却し、撤去し、譲渡し、廃

棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に

関する報告書を作成して知事に提出しなければならない。

　（減価償却の計算）

第85条　略

２�　減価償却額の経費算入は、毎事業年度９月末日及び３月

末日現在において行うものとする。

　（減価償却の特例）

第�86条　所属長は、有形固定資産について規則第15条第３項

の規定により減価償却を行なおうとする場合は、あらかじ

めその旨及びその年数について知事の承認を受けなければ

ならない。

　（予算の流用）

第�93条　県民生活環境課長は、予算の執行において必要があ

る場合は、予算流用計算書（様式第42号）により知事の承

認を得て、各目、各節の金額を相互に流用することができ

る。ただし、減価償却費、その他現金の支出を伴わない経

費については、流用することができない。

　（予備費の充当）

第�94条　主務部長は、予備費を充当する必要があるときは、

前条の規定に準じて処理しなければならない。

　（決算整理）

第�98条　所属長は、毎事業年度経過後速やかに次の各号に掲

げる事項について、決算整理を行なわなければならない。

　　略

　　修繕引当金の計上
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　　引当金の計上

　及び　略

　（決算報告書の提出）

第100条　略

２�　主務部長は、前項の規定による書類に基づき、次の各号

に掲げる書類を作成して毎年５月20日までに知事に提出し

なければならない。

　　決算報告書

　～　略

　（賠償責任に係る補助職員の指定）

第�105条　地方自治法第243条の２の２第１項に規定する規則

で指定する職員は、同項第１号から第３号までに掲げる行

為について専決又は代決の権限を有する職員及び同項第４

号に掲げる行為を命ぜられた職員とする。

別表第２（第20条関係）

　　長崎県流域下水道事業

　　勘定科目表

　　損益勘定

　（収益）

款 項 目 節 備考
事業収益

営業収益

営業外収益

流域下水道維

持管理負担金

他会計負担金

国庫補助金

受託工事収益

その他営業収

益

受取利息及び

配当金

他会計補助金

他会計負担金

長期前受金戻

入

貸付収益

消費税及び地

方消費税還付

金

雑収益

材料売却収益

手数料

雑収益

預金利息

基金利息

貸付金利息

有価証券利息

配当金

土地貸付収益

建物貸付収益

　　繰延勘定の償却

　及び　略

　（決算報告書の提出）

第100条　略

２�　主務部長は、前項の規定による書類に基づき、次の各号

に掲げる書類を作成して毎年５月20日までに知事に提出し

なければならない。

　　決算報告書（予算決算対照表及び資金収支表）

　～　略

別表第２（第20条関係）

　　長崎県流域下水道事業

　　勘定科目表

　　損益勘定

　（収益）

款 項 目 節 備考
事業収益

営業収益

営業外収益

流域下水道維

持管理負担金

他会計負担金

国庫補助金

受託工事収益

その他営業収

益

受取利息及び

配当金

貸付収益

他会計補助金

他会計負担金

長期前受金戻

入

消費税及び地

方消費税還付

金

雑収益

材料売却収益

手数料

雑収益

預金利息

基金利息

貸付金利息

有価証券利息

配当金

土地貸付収益

建物貸付収益
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特別利益

固定資産売却

益

過年度損益修

正益

その他特別利

益

不用品売却収

益

その他雑収益

（費用）　略

（�注�）　略

特別利益

固定資産売却

益

過年度損益修

正益

その他特別利

益

不用品売却収

益

その他雑収益

（費用）　略

（�注�）　略

　様式第７号を次のように改める。

　様式第７号　削除
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　様式第22号を次のように改める。

様式第22号（第25条関係）
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　様式第24号を次のように改める。

様式第24号（第26条関係）
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　様式第42号を次のように改める。

様式第42号（第93条関係）
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　様式第59号を次のように改める。

様式第59号（第24条関係）
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　様式第60号を次のように改める。

様式第60号（第43条関係）

　　　附　則

　この規則は、令和５年４月１日から施行する。

　長崎県財務規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和５年３月31日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

長崎県規則第21号

　　　長崎県財務規則の一部を改正する規則

　長崎県財務規則（昭和39年長崎県規則第23号）の一部を次のように改正する。

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

　（定義）

第�２条　この規則において、次の各号に掲げる用語の意義

は、当該各号に定めるところによる。

　　略

　�　部局　本庁各部局（本庁各部及び部に置く局をい

う。）、出納局、教育庁、人事委員会事務局、警察本部、

労働委員会事務局、監査事務局及び議会事務局をいう。

　～　略

　（現金の収納）

第�30条　会計管理者等又は委任会計員は、現金等を収納した

　（定義）

第�２条　この規則において、次の各号に掲げる用語の意義

は、当該各号に定めるところによる。

　　略

　�　部局　本庁各部局（本庁各部、危機管理監及び部に置

く局をいう。）、出納局、教育庁、人事委員会事務局、警

察本部、労働委員会事務局、監査事務局及び議会事務局

をいう。

　～　略

　（現金の収納）

第30条　会計管理者等又は委任会計員は、現金等を収納した
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　�ときは、納入義務者に現金領収証書（様式第９号）を交付

しなければならない。

２～４　略

５及び６　略

　（現金出納簿の登記）

第�32条　会計管理者等又は委任会計員は、現金等の受払のつ

ど現金出納簿（様式第11号）に登記し、その出納を明らか

にしなければならない。ただし、金銭登録機及び決済端末

（入出力装置を含む。）を使用して整理された現金は、収

納日ごとに合計した金額をもって登記することができる。

　（入札保証金）

第�94条　契約担任者は、一般競争入札に参加しようとする者

に、その者が見積る契約金額の100分の５以上の保証金を

納めさせなければならない。ただし、公有財産の売却に係

る入札で予定価格を事前に公表するもの（公有財産売却シ

ステムに係る入札を含む。以下「公有財産売却特例入札」

という。）については、入札保証金を予定価格の100分の10

以上の額とすることができる。

　（履行遅滞に対する違約金）

第�114条　契約担任者は、契約の相手方の履行遅滞があった

ときは、次に掲げる契約に応じ、当該各号に定める率によ

り計算した違約金を徴収しなければならない。ただし、そ

の契約及び取引上の社会通念に照らして契約の相手方の責

めに帰することができない事由によるものであるときは、

この限りでない。

　�　建設工事　請負代金額から部分引渡しを受けた部分に

相当する請負代金額を控除した額に対し、契約締結日に

おける政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和

24年法律第256号）第８条第１項の規定に基づき財務大

臣が決定する率（以下、「財務大臣が決定する率」とい

う。）　

　�　物件の購入　未納部分の代金に対し、財務大臣が決定

する率

　　略

２　略

別表第４（第６条関係）

かい名 職名

略

県北振興局

略

略

会計課経理第一又は第二班のい

ずれかの専門幹（専門幹を置

かないときは係長（係長が２名

以上の場合にあっては上席の係

長））　納税課管理班専門幹（専

門幹を置かないときは係長（係

長が２名以上の場合にあっては

上席の係長））

略

　�ときは、納入義務者に現金領収証書（様式第９号）を交付

しなければならない。

２～４　略

５�　第１項の規定にかかわらず、パーキング・メーター作動

手数料については、現金領収証書の交付を省略することが

できる。

６及び７　略

　（現金出納簿の登記）

第�32条　会計管理者等又は委任会計員は、現金等の受払のつ

ど現金出納簿（様式第11号）に登記し、その出納を明らか

にしなければならない。

　（入札保証金）

第�94条　契約担任者は、一般競争入札に参加しようとする者

をして、入札見積金額（消費税及び地方消費税を含む。）

の100分の５以上の保証金を納めさせなければならない。

ただし、公有財産の売却に係る入札で予定価格を事前に公

表するもの（公有財産売却システムに係る入札を含む。以

下「公有財産売却特例入札」という。）については、入札

保証金を予定価格の100分の10以上の額とすることができ

る。

　（履行遅滞に対する違約金）

第�114条　契約担任者は、契約の相手方の履行遅滞があった

ときは、次に掲げる契約に応じ、当該各号に定める違約金

を徴収しなければならない。ただし、その契約及び取引上

の社会通念に照らして契約の相手方の責めに帰することが

できない事由によるものであるときは、この限りでない。

　　建設工事　契約金額に対し、年2.5パーセント

　�　物件の購入　未納部分の代金に対し、年2.5パーセン

ト

　　略

２　略

別表第４（第６条関係）

かい名 職名

略

県北振興局

略

略

会計課経理第二班専門幹（専門

幹を置かないときは係長（係

長が２名以上の場合にあっては

上席の係長））　納税課管理班専

門幹（専門幹を置かないときは

係長（係長が２名以上の場合に

あっては上席の係長））

略
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　様式第９号　その１（第１面）を次のように改める。

様式第９号　その１（第１面）（第30条関係）

現　金　領　収　証　書
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　様式第９号　その１（第２面）を次のように改める。

様式第９号　その１（第２面）（第30条関係）
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　様式第９号　その１（第３面）を次のように改める。

様式第９号　その１（第３面）（第30条関係）
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　様式第９号　その１（第４面）を次のように改める。

様式第９号　その１（第４面）（第30条関係）

　　　附　則

　（施行期日）

１�　この規則は、令和５年４月１日から施行する。ただし、様式第９号その１の改正規定は、令和５年10月１日

から適用する。

　（経過措置）

２�　この規則による改正前の長崎県財務規則に定める様式のうち、この規則で定める様式に対応する様式につい

ては、この規則に規定する様式とみなして、当分の間使用することができる。
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長崎県告示第296号

　長崎県財務規則第30条第４項に規定する現金領収証書に代えて交付するもの（昭和40年長崎県告示第407号）

の一部を次のように改正し、令和５年４月１日から適用する。

　　令和５年３月31日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

　長崎県財務規則（昭和39年長崎県規則第23号）第30条第４

項に規定する現金領収証書に代えて交付するものを、次のと

おり定め昭和40年６月１日から施行する。

収入金の名称
現金領収証書に代えて交付す

るもの

1～24　略

25 削除

26及び27　略

28 削除

29～34 略

別表第24（その１）及び別表第24（その２）　削除

　長崎県財務規則（昭和39年長崎県規則第23号）第30条第４

項に規定する現金領収証書に代えて交付するものを、次のと

おり定め昭和40年６月１日から施行する。

収入金の名称
現金領収証書に代えて交付す

るもの

1～24　略

25�　パーキング・チケッ

ト発給手数料

道路交通法施行規則（昭和35

年総理府令第60号）第６条の

５第２項の規定によるパーキ

ング・チケット

26及び27　略

28�　県道長崎野母崎自転

車道貸自転車賃貸料

別表第24の自転車利用券

29～34 略

別表第24（その１）　略

別表第24（その２）　略

長崎県告示第297号

　長崎県財務規則第98条第１項第２号に規定する知事が別に定める額（平成14年長崎県告示第657号）の一部を

次のように改正し、令和５年４月１日から適用する。

　　令和５年３月31日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

　長崎県財務規則（昭和39年長崎県規則第23号）第98条第１

項第２号に規定する知事が別に定める額を次のように定め

る。

番号
工事又は製造を除く請負

の内容
額

略

3 �　工事に関する設計、

調査及び測量業務に関

する請負契約

�　県営林作業業務、道

路清掃業務、道路伐採

業務、河川清掃業務、

河川伐採業務、公園清

掃業務、公園伐採業務

長崎県財務規則第97条の

規定により決定した予定

価格に10分の６を乗じて

得た額

長崎県財務規則第97条の

規定により決定した予定

価格に３分の２を乗じて

得た額

　長崎県財務規則（昭和39年長崎県規則第23号）第98条第１

項第２号に規定する知事が別に定める額を次のように定め

る。

番号
工事又は製造を除く請負

の内容
額

略

3 �　工事に関する設計、

調査及び測量業務に関

する請負契約

�　県営林作業業務、道

路清掃業務、道路伐採

業務、河川清掃業務、

河川伐採業務、公園清

掃業務及び公園伐採業

長崎県財務規則第97条の

規定により決定した予定

価格に10分の６を乗じて

得た額

長崎県財務規則第97条の

規定により決定した予定

価格に３分の２を乗じて

得た額

　　　　告　　　　　示
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　�及び漂着物（流木、暖

竹等）除去業務に関す

る請負契約

�　道路等監視業務（監

視業務、維持業務）に

関する請負契約

予定価格に10分の６を乗

じて得た額

　�務に関する請負契約

発
行
者

　
長

　
崎

　
県

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
電
話
代
表
（
八
二
四
）
一
一
一
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
刷
所

　
長
崎
市
樺
島
町
八
番
十
二
号

　
　
株
式
会
社�

ク�

イ�

ッ�

ク�

プ�

リ�

ン�

ト

　
　
　
　
長
崎
市
尾
上
町
三
番
一
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
直
通
（
八
九
五
）
二
一
一
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
刷
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寺

　
　
田

　
　
宏

　
　
弥
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